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Ａ．整備管理者として選任を予定している者　Ｂ．点検又は整備に関する実務経験２年以上の者

①自動車整備士（一級、二級、三級）の資格を保有する者
②平成１５年４月１日に整備管理者として在職し、所管の運輸支局に届出されている者
③道路運送車両法第５３条の規定による命令により解任され、解任の日から２年を経過していない者

整備管理の概要、関係法令の解釈、日常点検、定期点検、自動車事故の報告、自動車の保安基準、その他

◎写真付き身分証明書　(本人確認の為、当日必ず持参して下さい)　　　　　◎筆記用具

スマートフォンの方は右記ＱＲコードを読み込んで下さい。

・
・
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・
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〒０８４－０９０６
担当北川 ･久田

注意･連絡事項

ホームページＵＲＬ　http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/　（トピックス内の項目で参照可能）
釧路地区は毎年５月と１１月に開催しています。(研修の問い合わせは１か月前から可能です)

一事業所の申込は「最大２名まで」とさせて頂きます。(研修に空きがある場合は対応します)

釧根自動車協会一般社団法人
ＴＥＬ ０１５４－５１－３２５４ Ｆ Ａ Ｘ ０１５４－５３－２０２６

10.
釧路市鳥取大通６丁目１番１号

国土交通省北海道運輸局のホームページで確認の上、各地区の担当にお問い合わせ下さい｡

8.

9.

定員超過等で受講ができなかった場合は釧路の次回の研修に出席か、他地区の研修に参加できますので

先着順で定員(５０名)になり次第締め切らせて頂きますので早めに申し込み下さい。

申 込 方 法
オンライン予約になりますので以下のＵＲＬにアクセスして下さい。

お 問 合 わ せ 先

https://seminar-reservation.jp/seminar

※ 操作方法･申し込みについてご不明な点がございましたら釧路運輸支局整備課又は当協会までお願い致します。

釧路運輸支局整備課＝０１５４－５１－２５２３【研修担当　尾藤(ビトウ)】

当日不参加の場合事前にご連絡下さい。釧根地区トラック協会員→トラック協会　その他→釧根自動車協会

選任前研修を受講されますと自動車整備管理者の資格が与えられ、修了証明書が交付されます。

釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞　７階会議室705･706

7.

6. 携 行 品

5.

（ただし以下の①、②、③の者は研修非対象者です）

※整備管理者となる予定の者又はすでに整備管理者に選任した者の内、選任届出時に受講誓約書を提出した者

研 修 内 容

修 了 書 の 交 付

事 業 主 各 位

令 和 ８ 年 度

北海道運輸局釧路運輸支局主催による標記研修が実施されます。

『整備管理者選任前研修』の実施について第 1 回

一 般 社 団 法 人 釧 根 自 動 車 協 会

近 藤 伸 也会　　長

若しくは、整備又は整備の管理について２年以上の実務経験が必要となります。
つきましては、研修受講を希望される場合は下記の要領でお申し込み下さい。

受講されますようお願い申し上げます。

釧路市幣舞町４番２８号

4.

申込締切日

3.

2. 場 所

受 講 料

資 格 要 件 ・ 研 修 対 象 者

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ２ 日 (金)
～

｢無　料｣となっております

(公　印　省　略)

令 和 ８ 年 ４ 月 １ ３ 日

令 和 ８ 年 ５ 月 ２ ９ 日 (金)

記

第1回
１３時～

1.

１ ３ 時 ３ ０ 分

実施日時・申込締切日・受付時間
受付時間

１ ６ 時 ３ ０ ま で

実施日時

整備士資格がない方を｢整備管理者｣として選任する際の資格要件として、この研修の修了と自動車の点検

尚、受講誓約(整備管理者選任届出に受講誓約書が添付)されている方で未受講の方につきましては、必ず

当日受付




